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○原子力規制委員会規則第   号 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和三十二年法律第百六十六号）第六十

二条の三の規定に基づき、核燃料物質の使用等に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定

める。 

令和  年  月   日 

原子力規制委員会委員長 山中 伸介 

核燃料物質の使用等に関する規則等の一部を改正する規則 

 （核燃料物質の使用等に関する規則の一部改正） 

第一条 核燃料物質の使用等に関する規則（昭和三十二年総理府令第八十四号）の一部を次のように

改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」とい
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う。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その

標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改

正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改       正       後 改       正       前 

（事故故障等の報告） 

第六条の十 法第六十二条の三の規定により、使用者（旧使用者

等を含む。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、その

旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子

力規制委員会に報告しなければならない。 

一 （略） 

二 使用施設等の故障があつた場合において、当該故障に係る

修理のため特別の措置を必要とするとき。 

 

三 使用施設等の故障により、核燃料物質等を限定された区域

に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止す

るための放射線の遮蔽機能若しくは使用施設等における火

災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそ

れがあつたとき。 

（事故故障等の報告） 

第六条の十 法第六十二条の三の規定により、使用者（旧使用者

等を含む。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、その

旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子

力規制委員会に報告しなければならない。 

一 （略） 

二 使用施設等の故障があつた場合において、当該故障に係る

修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、核燃料

物質の使用等に支障を及ぼしたとき。 

三 使用施設等の故障により、核燃料物質等を限定された区域

に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止す

るための放射線の遮蔽機能若しくは使用施設等における火

災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそ

れがあつたことにより、核燃料物質の使用等に支障を及ぼ
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四～十二 （略） 

したとき。 

四～十二 （略） 
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 （核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部改正） 

第二条 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則（昭和三十二年
総 理 府

通商産業省令第一号）

の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」とい

う。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その

標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改

正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改       正       後 改       正       前 

（事故故障等の報告） 

第七条の七 法第六十二条の三の規定により、製錬事業者（旧製

（事故故障等の報告） 

第七条の七 法第六十二条の三の規定により、製錬事業者（旧製
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錬事業者等を含む。次条及び第十二条において同じ。）は、次

の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状

況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告

しなければならない。 

一 （略） 

二 製錬施設の故障（軽微なものを除く。）があつたとき。 

 

 三～五 （略） 

錬事業者等を含む。次条及び第十二条において同じ。）は、次

の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状

況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告

しなければならない。 

一 （略） 

二 製錬施設の故障（製錬施設の使用に及ぼす支障が軽微なも

のを除く。）があつたとき。 

三～五 （略） 
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 （核燃料物質の加工の事業に関する規則の一部改正） 

第三条 核燃料物質の加工の事業に関する規則（昭和四十一年総理府令第三十七号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」とい

う。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その

標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改

正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改       正       後 改       正       前 

（事故故障等の報告） 

第九条の十六 法第六十二条の三の規定により、加工事業者（旧

加工事業者等を含む。次条及び第十条において同じ。）は、次

（事故故障等の報告） 

第九条の十六 法第六十二条の三の規定により、加工事業者（旧

加工事業者等を含む。次条及び第十条において同じ。）は、次
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の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状

況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告

しなければならない。 

一 （略） 

二 加工施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修

理のため特別の措置を必要とするとき。 

 

三 加工施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に

閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止する

ための放射線の遮蔽機能、加工施設における火災若しくは

爆発の防止の機能若しくは重大事故等に対処するための機

能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたとき。 

 

四～十二 （略） 

の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状

況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告

しなければならない。 

一 （略） 

二 加工施設の故障があつた場合において、当該故障に係る修

理のため特別の措置を必要とする場合であつて、加工に支

障を及ぼしたとき。 

三 加工施設の故障により、核燃料物質等を限定された区域に

閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止する

ための放射線の遮蔽機能、加工施設における火災若しくは

爆発の防止の機能若しくは重大事故等に対処するための機

能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより、加

工に支障を及ぼしたとき。 

四～十二 （略） 
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 （核原料物質の使用に関する規則の一部改正） 

第四条 核原料物質の使用に関する規則（昭和四十三年総理府令第四十六号）の一部を次のように改

正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」とい

う。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その

標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改

正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改       正       後 改       正       前 

（事故故障等の報告） 

第五条 法第六十二条の三の規定により、核原料物質使用者は、

次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その

状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報

（事故故障等の報告） 

第五条 法第六十二条の三の規定により、核原料物質使用者は、

次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その

状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報
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告しなければならない。 

一 （略） 

二 核原料物質の使用施設の故障（軽微なものを除く。）があ

つたとき。 

三～五 （略） 

２ （略） 

告しなければならない。 

一 （略） 

二 核原料物質の使用施設の故障（核原料物質の使用に及ぼす

支障が軽微なものを除く。）があつたとき。 

三～五 （略） 

２ （略） 
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 （使用済燃料の再処理の事業に関する規則の一部改正） 

第五条 使用済燃料の再処理の事業に関する規則（昭和四十六年総理府令第十号）の一部を次のよう

に改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」とい

う。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その

標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改

正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改       正       後 改       正       前 

（事故故障等の報告） 

第十九条の十六 法第六十二条の三の規定により、再処理事業者

（旧再処理事業者等を含む。次条及び第二十一条において同

じ。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直

（事故故障等の報告） 

第十九条の十六 法第六十二条の三の規定により、再処理事業者

（旧再処理事業者等を含む。次条及び第二十一条において同

じ。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直
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ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制

委員会に報告しなければならない。 

一 （略） 

二 再処理施設の故障があつた場合において、当該故障に係る

修理のため特別の措置を必要とするとき。 

 

三 再処理施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域

に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止す

るための放射線の遮蔽機能、再処理施設における火災若し

くは爆発の防止の機能若しくは重大事故等に対処するため

の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたとき。 

 

四～十二 （略） 

ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制

委員会に報告しなければならない。 

一 （略） 

二 再処理施設の故障があつた場合において、当該故障に係る

修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、再処理

に支障を及ぼしたとき。 

三 再処理施設の故障により、使用済燃料等を限定された区域

に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防止す

るための放射線の遮蔽機能、再処理施設における火災若し

くは爆発の防止の機能若しくは重大事故等に対処するため

の機能を喪失し、又は喪失するおそれがあつたことにより

、再処理に支障を及ぼしたとき。 

四～十二 （略） 
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 （核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則の一部

改正） 

第六条 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則（

昭和六十三年総理府令第一号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」とい

う。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その

標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改

正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改       正       後 改       正       前 

（事故故障等の報告） 

第二十二条の十七 法第六十二条の三の規定により、第二種廃棄

（事故故障等の報告） 

第二十二条の十七 法第六十二条の三の規定により、第二種廃棄
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物埋設事業者（旧廃棄事業者等を含む。次条及び第二十七条に

おいて同じ。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原

子力規制委員会に報告しなければならない。 

一 （略） 

二 廃棄物埋設施設の故障があつた場合において、当該故障に

係る修理のため特別の措置を必要とするとき。 

 

三 廃棄物埋設施設の故障により、限定された区域からの核燃

料物質等の漏出を防止する機能、外部放射線による放射線

障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは廃棄物埋

設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、

又は喪失するおそれがあつたとき。 

 

四～十一 （略） 

物埋設事業者（旧廃棄事業者等を含む。次条及び第二十七条に

おいて同じ。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、そ

の旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原

子力規制委員会に報告しなければならない。 

一 （略） 

二 廃棄物埋設施設の故障があつた場合において、当該故障に

係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、第

二種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。 

三 廃棄物埋設施設の故障により、限定された区域からの核燃

料物質等の漏出を防止する機能、外部放射線による放射線

障害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは廃棄物埋

設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、

又は喪失するおそれがあつたことにより、第二種廃棄物埋

設に支障を及ぼしたとき。 

四～十一 （略） 
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（核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則の一部改正） 

第七条 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則（昭和六

十三年総理府令第四十七号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」とい

う。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その

標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改

正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改       正       後 改       正       前 

（事故故障等の報告） 

第三十五条の十六 法第六十二条の三の規定により、廃棄物管理

事業者（旧廃棄事業者等（廃棄物管理事業者に係る者に限

る。）を含む。次条及び第四十条において同じ。）は、次の各

（事故故障等の報告） 

第三十五条の十六 法第六十二条の三の規定により、廃棄物管理

事業者（旧廃棄事業者等（廃棄物管理事業者に係る者に限

る。）を含む。次条及び第四十条において同じ。）は、次の各
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号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及

びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しな

ければならない。 

一 （略） 

二 廃棄物管理施設の故障があつた場合において、当該故障に

係る修理のため特別の措置を必要とするとき。 

 

三 廃棄物管理施設の故障により、核燃料物質等を限定された

区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防

止するための放射線の遮蔽機能若しくは廃棄物管理施設に

おける火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失

するおそれがあつたとき。 

 

四～十二 （略） 

号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及

びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規制委員会に報告しな

ければならない。 

一 （略） 

二 廃棄物管理施設の故障があつた場合において、当該故障に

係る修理のため特別の措置を必要とする場合であつて、放

射性廃棄物の処理又は管理に支障を及ぼしたとき。 

三 廃棄物管理施設の故障により、核燃料物質等を限定された

区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害を防

止するための放射線の遮蔽機能若しくは廃棄物管理施設に

おける火災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失

するおそれがあつたことにより、放射性廃棄物の処理又は

管理に支障を及ぼしたとき。 

四～十二 （略） 
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（使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部改正） 

第八条 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則（平成十二年通商産業省令第百十二号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」とい

う。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その

標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改

正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改       正       後 改       正       前 

（事故故障等の報告） 

第四十三条の十三 法第六十二条の三の規定により、使用済燃料

貯蔵事業者（旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。次条及び第四

十八条において同じ。）は、次の各号のいずれかに該当すると

（事故故障等の報告） 

第四十三条の十三 法第六十二条の三の規定により、使用済燃料

貯蔵事業者（旧使用済燃料貯蔵事業者等を含む。次条及び第四

十八条において同じ。）は、次の各号のいずれかに該当すると
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きは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞

なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 

一 （略） 

二 使用済燃料貯蔵施設の故障があった場合において、当該故

障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。 

 

三 使用済燃料貯蔵施設の故障により、使用済燃料等を限定さ

れた区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害

を防止するための放射線の遮蔽機能、使用済燃料等の崩壊

熱を除去する機能若しくは使用済燃料貯蔵施設における火

災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそ

れがあったとき。 

 

四～十二 （略） 

きは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞

なく、原子力規制委員会に報告しなければならない。 

一 （略） 

二 使用済燃料貯蔵施設の故障があった場合において、当該故

障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であって

、使用済燃料の貯蔵に支障を及ぼしたとき。 

三 使用済燃料貯蔵施設の故障により、使用済燃料等を限定さ

れた区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障害

を防止するための放射線の遮蔽機能、使用済燃料等の崩壊

熱を除去する機能若しくは使用済燃料貯蔵施設における火

災若しくは爆発の防止の機能を喪失し、又は喪失するおそ

れがあったことにより、使用済燃料の貯蔵に支障を及ぼし

たとき。 

四～十二 （略） 
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（核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則の一部

改正） 

第九条 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則（

平成二十年経済産業省令第二十三号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する

改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に

対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下この条において「対象規定」とい

う。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その

標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改

正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改

正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改       正       後 改       正       前 

（事故故障等の報告） 

第八十九条 法第六十二条の三の規定により、第一種廃棄物埋設

（事故故障等の報告） 

第八十九条 法第六十二条の三の規定により、第一種廃棄物埋設
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事業者（旧廃棄事業者等を含む。次条及び第九十一条において

同じ。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を

直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規

制委員会に報告しなければならない。 

一 （略） 

二 第一種廃棄物埋設施設の故障があった場合において、当該

故障に係る修理のため特別の措置を必要とするとき。 

 

三 第一種廃棄物埋設施設の故障により、核燃料物質等を限定

された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障

害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは第一種廃棄

物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失

し、又は喪失するおそれがあったとき。 

 

四～十一 （略） 

事業者（旧廃棄事業者等を含む。次条及び第九十一条において

同じ。）は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を

直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく、原子力規

制委員会に報告しなければならない。 

一 （略） 

二 第一種廃棄物埋設施設の故障があった場合において、当該

故障に係る修理のため特別の措置を必要とする場合であっ

て、第一種廃棄物埋設に支障を及ぼしたとき。 

三 第一種廃棄物埋設施設の故障により、核燃料物質等を限定

された区域に閉じ込める機能、外部放射線による放射線障

害を防止するための放射線の遮蔽機能若しくは第一種廃棄

物埋設施設における火災若しくは爆発の防止の機能を喪失

し、又は喪失するおそれがあったことにより、第一種廃棄

物埋設に支障を及ぼしたとき。 

四～十一 （略） 
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附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

ドラ
フト


